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当
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室
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目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

担

当

課
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室
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岡
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◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
九
号 

 

令
和
八
年
度
第
一
回
岡
山
県
警
察
官
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
一
日 

岡
山
県
警
察
本
部
長 

 

工 
 

藤 
 

陽 
 

代 
 

 
 

一 

試
験
区
分
□
採
用
予
定
者
数
並
び
に
主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容 

二 

受
験
資
格 

１ 

学
歴
□
年
齢
及
び
性
別 

警
察
官
Ａ
□
ア
ピ
□
ル
型
□ 

□
令
和
九
年
四
月
採
用
□ 

警
察
官
Ｂ 

(

令
和
八
年
十
月
採
用)

 

 

警
察
官
Ａ 

(

令
和
九
年
四
月
採
用)

 

 

試 
 

験 
 

区 
 

分 女
性 

男
性 

女
性 

男
性 

五
名
程
度  

若
干
名 

八
名
程
度 

七
名
程
度 

二
十
一
名
程
度 

採
用
予
定
者
数 

警
察
本
部
□
警
察
署
等
に
お
い
て
□

個
人
の
生
命
□
身
体
及
び
財
産
の
保
護

に
当
た
り
□
犯
罪
の
予
防
□
鎮
圧
及
び

捜
査
□
被
疑
者
の
逮
捕
□
交
通
の
取
締

り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持

す
る
職
務
に
従
事
す
る
□ 

主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容 

警
察
官
Ａ 

□
ア
ピ
□

ル
型
□ 

警
察
官
Ｂ 

警
察
官
Ａ 

試
験
区
分 

 

平
成
三
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
□
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の (1) 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
□
短
期
大
学
を
除
く
□
□
を
卒
業
し
た
者
又

は
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者 

(2) 

岡
山
県
警
察
本
部
が
□
(1)
に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認

め
る
者 

 

平
成
五
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
□
た

だ
し
□
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
□
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

(1) 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
□
短
期
大
学
を
除
く
□
□
を
卒
業
し
た
者
又

は
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者
□
岡
山
県
警
察
本

部
が
□
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者
を
含
む
□
□ 

(2) 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者
□
岡
山
県
警
察
本
部
が
□
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者
を
含
む
□
□ 

 

平
成
五
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
□
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の (1) 

学
校
教
育
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
□
に
よ
る
大
学
□
短

期
大
学
を
除
く
□
□
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
者 

(2) 

岡
山
県
警
察
本
部
が
□
(1)
に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認

め
る
者 

受 
 

 
 

 

験 
 

 
 

 

資 
 

 
 

 

格 
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２ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
□
１
に
該
当
す
る
者
で
あ
□
て
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
□ 

(1) 

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者 

(2) 

地
方
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者 

三 

試
験
の
方
法 

 
 

試
験
は
□
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
□
第
二
次
試
験
は
□
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
つ

い
て
行
う
□ 

 

１ 

第
一
次
試
験 

警
察
官
Ａ 

試
験
区
分 

資
格
加
点 

適
性
検
査 

論
文
試
験 

教
養
試
験 

種 

目 

中
国
語 

英
語 

剣
道 

柔
道 分 

野 

中
国
語
検
定
試
験
三
級
以
上 

 

実
用
英
語
技
能
検
定
□
英
検
□
二
級
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
四
七
〇
点
以
上
□
団
体
特
別

受
験
制
度
□
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
□
に
よ
る
も
の

を
除
く
□
□ 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ 

Ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
七
八
点
以

上
□
団
体
特
別
受
験
制
度
□
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
□

に
よ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
Ｐ
Ｂ
Ｔ
□
四
六
〇
点
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
Ｃ
Ｂ
Ｔ
□
一
四
〇
点
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
ｉ
Ｂ
Ｔ
□
四
八
点
以
上 

国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
試
験
Ｃ
級
以

上 三
段
以
上
□
全
日
本
剣
道
連
盟
の
段
位
に

限
る
□
□ 

二
段
以
上
□
講
道
館
の
段
位
に
限
る
□
□ 

資
格
・
免
許
・
検
定
・
経
歴 

 

 

七
１
の
受
験
申
込
書
の
提
出
の
際
に
証
明
書
類
の
写
し
又
は

原
本
を
添
え
て
申
請
の
あ
□
た
次
に
掲
げ
る
資
格
・
免
許
・
検

定
・
経
歴
に
つ
い
て
□
警
察
業
務
に
資
す
る
専
門
的
技
能
及
び

知
識
の
確
認
を
行
う
□
た
だ
し
□
資
格
・
免
許
・
検
定
に
つ
い

て
証
明
書
類
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
に
は
当
該
証
明
書
類
の

原
本
の
確
認
を
行
う
□ 

 

性
格
□
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
□ 

 

表
現
力
□
理
解
力
□
構
成
力
□
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試

験
を
行
う
□ 

 
大
学
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
択
一
式

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
□ 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

容 
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ス
ポ
□
ツ
歴 

情
報
処
理 

財
務 

韓
国
語 

 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
遡
り
五

年
以
内
に
全
国
規
模
で
行
わ
れ
る
ス
ポ
□

ツ
大
会
□
中
学
校
卒
業
以
降
の
大
会
で
地

区
予
選
を
経
た
も
の
に
限
る
□
□
に
選
手
と

し
て
出
場
し
た
経
験
□
選
手
登
録
さ
れ
た

こ
と
を
要
す
る
□
監
督
□
コ
□
チ
及
び
マ

ネ
□
ジ
□
□
等
は
除
く
□
□
□
た
だ
し
□
対

象
と
な
る
ス
ポ
□
ツ
大
会
及
び
ス
ポ
□
ツ

は
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

(1) 

ス
ポ
□
ツ
大
会 

 
 

 

日
本
選
手
権
大
会
□
国
民
ス
ポ
□

ツ
大
会
□
国
民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□

全
日
本
学
生
選
手
権
□
全
国
高
等
学

校
総
合
体
育
大
会
□
全
国
高
等
学
校

野
球
選
手
権
大
会
□
全
国
高
等
学
校

サ
□
カ
□
選
手
権
大
会
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
と
岡
山
県
警
察
本
部

が
認
め
る
大
会 

 

(2) 

ス
ポ
□
ツ 

 
 

ア 

日
本
ス
ポ
□
ツ
協
会
及
び
日
本

オ
リ
ン
ピ
□
ク
委
員
会
の
い
ず
れ

に
も
加
盟
□
正
加
盟
□
準
加
盟
□

承
認
□
し
て
い
る
競
技
団
体
の
競

技
で
あ
り
□
か
つ
□
日
本
選
手
権

大
会
□
国
民
ス
ポ
□
ツ
大
会
□
国

民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□
全
日
本

学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等
学
校

総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず
れ
か

一
つ
以
上
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る

競
技 

 
 

イ 

ア
に
該
当
し
な
い
が
□
日
本
選 

情
報
処
理
技
術
者
試
験
□
経
済
産
業
省
認

定
の
国
家
資
格
□
合
格
者 

日
商
簿
記
検
定
試
験
二
級
以
上 

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
準
二
級
以
上 

韓
国
語
能
力
試
験
四
級
以
上 

漢
語
水
平
考
試
四
級
以
上
か
つ
一
八
〇
点

以
上
□
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
三
日
以

前
に
実
施
さ
れ
た
試
験
に
あ
□
て
は
□
三

級
以
上
□ 

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
四
〇
〇
点
以
上 
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警
察
官
Ｂ 

 

資
格
加
点 

適
性
検
査 

作
文
試
験 

教
養
試
験 

 

中
国
語 

英
語 

剣
道 

柔
道 

 

分 

野 

中
国
語
検
定
試
験
三
級
以
上 

漢
語
水
平
考
試
四
級
以
上
か
つ
一
八
〇
点

以
上
□
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
三
日
以

前
に
実
施
さ
れ
た
試
験
に
あ
□
て
は
□
三

級
以
上
□ 

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
四
〇
〇
点
以
上 

実
用
英
語
技
能
検
定
□
英
検
□
二
級
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
四
七
〇
点
以
上
□
団
体
特
別

受
験
制
度
□
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
□
に
よ
る
も
の

を
除
く
□
□ 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ 

Ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
七
八
点
以

上
□
団
体
特
別
受
験
制
度
□
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
□

に
よ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
Ｐ
Ｂ
Ｔ
□
四
六
〇
点
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
Ｃ
Ｂ
Ｔ
□
一
四
〇
点
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
ｉ
Ｂ
Ｔ
□
四
八
点
以
上 

国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
試
験
Ｃ
級
以

上 三
段
以
上
□
全
日
本
剣
道
連
盟
の
段
位
に

限
る
□
□ 

二
段
以
上
□
講
道
館
の
段
位
に
限
る
□
□ 

資
格
・
免
許
・
検
定
・
経
歴 

七
１
の
受
験
申
込
書
の
提
出
の
際
に
証
明
書
類
の
写
し
又
は

原
本
を
添
え
て
申
請
の
あ
□
た
次
に
掲
げ
る
資
格
・
免
許
・
検

定
・
経
歴
に
つ
い
て
□
警
察
業
務
に
資
す
る
専
門
的
技
能
及
び

知
識
の
確
認
を
行
う
□
た
だ
し
□
資
格
・
免
許
・
検
定
に
つ
い

て
証
明
書
類
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
に
は
当
該
証
明
書
類
の

原
本
の
確
認
を
行
う
□ 

性
格
□
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
□ 

表
現
力
□
理
解
力
□
構
成
力
□
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試

験
を
行
う
□ 

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
択

一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
□ 

 

手
権
大
会
□
国
民
ス
ポ
□
ツ
大
会

□
国
民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□
全

日
本
学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等

学
校
総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず

れ
か
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る
武
道

競
技 
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ス
ポ
□
ツ
歴 

情
報
処
理 

財
務 

韓
国
語 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
遡
り
五

年
以
内
に
全
国
規
模
で
行
わ
れ
る
ス
ポ
□

ツ
大
会
□
中
学
校
卒
業
以
降
の
大
会
で
地

区
予
選
を
経
た
も
の
に
限
る
□
□
に
選
手
と

し
て
出
場
し
た
経
験
□
選
手
登
録
さ
れ
た

こ
と
を
要
す
る
□
監
督
□
コ
□
チ
及
び
マ

ネ
□
ジ
□
□
等
は
除
く
□
□
□
た
だ
し
□
対

象
と
な
る
ス
ポ
□
ツ
大
会
及
び
ス
ポ
□
ツ

は
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

(1) 

ス
ポ
□
ツ
大
会 

 
 

 
日
本
選
手
権
大
会
□
国
民
ス
ポ
□

ツ
大
会
□
国
民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□

全
日
本
学
生
選
手
権
□
全
国
高
等
学

校
総
合
体
育
大
会
□
全
国
高
等
学
校

野
球
選
手
権
大
会
□
全
国
高
等
学
校

サ
□
カ
□
選
手
権
大
会
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
と
岡
山
県
警
察
本
部
が
認

め
る
大
会 

(2) 

ス
ポ
□
ツ 

 
 

ア 

日
本
ス
ポ
□
ツ
協
会
及
び
日
本

オ
リ
ン
ピ
□
ク
委
員
会
の
い
ず

れ
に
も
加
盟
□
正
加
盟
□
準
加
盟
□

承
認
□
し
て
い
る
競
技
団
体
の
競

技
で
あ
り
□
か
つ
□
日
本
選
手
権

大
会
□
国
民
ス
ポ
□
ツ
大
会
□
国

民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□
全
日
本

学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等
学
校

総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず
れ
か

一
つ
以
上
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る

競
技 

 
 

イ 

ア
に
該
当
し
な
い
が
□
日
本
選

手
権
大
会
□
国
民
ス
ポ
□
ツ
大
会

□
国
民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□
全

日
本
学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等

学
校
総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず

れ
か
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る
武
道

競
技 

情
報
処
理
技
術
者
試
験
□
経
済
産
業
省
認

定
の
国
家
資
格
□
合
格
者 

日
商
簿
記
検
定
試
験
二
級
以
上 

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
準
二
級
以
上 

韓
国
語
能
力
試
験
四
級
以
上 
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警
察
官
Ａ 

□
ア
ピ
□

ル
型
□ 

資
格
加
点 

適
性
検
査 

ア
ピ
□
ル
シ

□
ト
試
験 

基
礎
能
力
試

験 

財
務 

韓
国
語 

中
国
語 

英
語 

剣
道 

柔
道 分 

野 
日
商
簿
記
検
定
試
験
二
級
以
上 

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
準
二
級
以
上 

韓
国
語
能
力
試
験
四
級
以
上 

中
国
語
検
定
試
験
三
級
以
上 

漢
語
水
平
考
試
四
級
以
上
か
つ
一
八
〇
点

以
上
□
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
三
日
以

前
に
実
施
さ
れ
た
試
験
に
あ
□
て
は
□
三

級
以
上
□ 

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
四
〇
〇
点
以
上 

実
用
英
語
技
能
検
定
□
英
検
□
二
級
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
四
七
〇
点
以
上
□
団
体
特
別

受
験
制
度
□
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
□
に
よ
る
も
の

を
除
く
□
□ 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ 

Ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
七
八
点
以

上
□
団
体
特
別
受
験
制
度
□
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
□

に
よ
る
も
の
を
除
く
□
□ 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
Ｐ
Ｂ
Ｔ
□
四
六
〇
点
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
Ｃ
Ｂ
Ｔ
□
一
四
〇
点
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
□
ｉ
Ｂ
Ｔ
□
四
八
点
以
上 

国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
試
験
Ｃ
級
以

上 三
段
以
上
□
全
日
本
剣
道
連
盟
の
段
位
に

限
る
□
□ 

二
段
以
上
□
講
道
館
の
段
位
に
限
る
□
□ 

資
格
・
免
許
・
検
定
・
経
歴 

 

七
１
の
受
験
申
込
書
の
提
出
の
際
に
証
明
書
類
の
写
し
又
は

原
本
を
添
え
て
申
請
の
あ
□
た
次
に
掲
げ
る
資
格
・
免
許
・
検

定
・
経
歴
に
つ
い
て
□
警
察
業
務
に
資
す
る
専
門
的
技
能
及
び

知
識
の
確
認
を
行
う
□
た
だ
し
□
資
格
・
免
許
・
検
定
に
つ
い

て
証
明
書
類
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
に
は
当
該
証
明
書
類
の

原
本
の
確
認
を
行
う
□ 

 

性
格
□
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
□ 

 

積
極
性
□
経
験
の
有
用
性
□
調
整
力
□
コ
ミ
□
ニ
ケ
□
シ
□

ン
能
力
□
意
欲
□
表
現
力
・
国
語
力
等
に
つ
い
て
記
述
試
験
を

行
う
□ 

 

言
語
的
理
解
力
□
数
量
的
処
理
能
力
及
び
論
理
的
思
考
力
に

つ
い
て
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
□ 
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２ 

第
二
次
試
験 

(1) 

口
述
試
験 

集
団
面
接
及
び
個
別
面
接
に
よ
り
行
う
□ 

 
 

ス
ポ
□
ツ
歴 

情
報
処
理 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
遡
り
五

年
以
内
に
全
国
規
模
で
行
わ
れ
る
ス
ポ
□

ツ
大
会
□
中
学
校
卒
業
以
降
の
大
会
で
地

区
予
選
を
経
た
も
の
に
限
る
□
□
に
選
手
と

し
て
出
場
し
た
経
験
□
選
手
登
録
さ
れ
た

こ
と
を
要
す
る
□
監
督
□
コ
□
チ
及
び
マ

ネ
□
ジ
□
□
等
は
除
く
□
□
□
た
だ
し
□
対

象
と
な
る
ス
ポ
□
ツ
大
会
及
び
ス
ポ
□
ツ

は
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

(1) 

ス
ポ
□
ツ
大
会 

 
 

 

日
本
選
手
権
大
会
□
国
民
ス
ポ
□

ツ
大
会
□
国
民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□

全
日
本
学
生
選
手
権
□
全
国
高
等
学

校
総
合
体
育
大
会
□
全
国
高
等
学
校

野
球
選
手
権
大
会
□
全
国
高
等
学
校

サ
□
カ
□
選
手
権
大
会
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
と
岡
山
県
警
察
本
部
が
認

め
る
大
会 

(2) 

ス
ポ
□
ツ 

 
 

ア 

日
本
ス
ポ
□
ツ
協
会
及
び
日
本

オ
リ
ン
ピ
□
ク
委
員
会
の
い
ず
れ

に
も
加
盟
□
正
加
盟
□
準
加
盟
□

承
認
□
し
て
い
る
競
技
団
体
の
競

技
で
あ
り
□
か
つ
□
日
本
選
手
権

大
会
□
国
民
ス
ポ
□
ツ
大
会
□
国

民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□
全
日
本

学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等
学
校

総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず
れ
か

一
つ
以
上
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る

競
技 

 
 

イ 

ア
に
該
当
し
な
い
が
□
日
本
選

手
権
大
会
□
国
民
ス
ポ
□
ツ
大
会

□
国
民
体
育
大
会
を
含
む
□
□
□
全

日
本
学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等

学
校
総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず

れ
か
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る
武
道

競
技 

情
報
処
理
技
術
者
試
験
□
経
済
産
業
省
認

定
の
国
家
資
格
□
合
格
者 
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(2) 

体
力
試
験 

 
 

反
復
横
跳
び
□
上
体
起
こ
し
□
握
力
及
び
立
ち
幅
跳
び
を
行
う
□ 

(3) 

身
体
検
査 

 
ア 

指
及
び
関
節
運
動
に
つ
い
て
職
務
遂
行
に
支
障
が
な
い
か
ど
う
か
の
検
査
を
行
う
□ 

 
イ 

所
定
の
身
体
検
査
書
の
提
出
に
よ
り
□
職
務
遂
行
に
必
要
な
身
体
状
態
の
検
査
を
行
う
□

検
査
費
用
は
□
受
験
者
の
負
担
と
す
る
□ 

四 

試
験
の
期
日
及
び
試
験
会
場 

 

１ 

第
一
次
試
験 

(1) 

警
察
官
Ａ
□
ア
ピ
□
ル
型
を
除
く
□
□
及
び
警
察
官
Ｂ 

 

教
養
試
験
□
論
文
試
験
又
は
作
文
試
験
□
適
性
検
査
及
び
資
格
加
点 

(2) 

警
察
官
Ａ
□
ア
ピ
□
ル
型
□ 

 
 

 
 

基
礎
能
力
試
験
□
ア
ピ
□
ル
シ
□
ト
試
験
□
適
性
検
査
及
び
資
格
加
点 

 

２ 

第
二
次
試
験
□
口
述
試
験
□
体
力
試
験
及
び
身
体
検
査
□ 

精
密
検
査 

聴
力 

色
覚 

視
力 

項 

目 
職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
身
体
状
態
で
あ
る
こ
と
□ 

職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
こ
と
□ 

職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
こ
と
□ 

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
〇
以
上 

基 
 

 
 

 
 

準 

令
和
八
年
五
月
十
日
□
日
曜
日
□ 

試 
 

験 
 

の 
 

期 
 

日 

岡
山
市
北
区
津
島
中
二
丁
目
一
番
一
号 

岡
山
大
学
一
般
教
育
棟 

岡
山
市
北
区
津
島
中
三
丁
目
一
番
一
号 

岡
山
大
学
文
・
法
・
経
済
学
部
講
義
棟 

試 
 

 

験 
 

 

会 
 

 

場 

令
和
八
年
四
月
十
九
日
□
日
曜
日
□ 

試 
 

験 
 

の 
 

期 
 

日 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

岡
山
県
警
察
本
部 

試 
 

 

験 
 

 

会 
 

 

場 

令
和
八
年
六
月
二
十
七
日
□
土
曜
日
□
か
ら

同
月
三
十
日
□
火
曜
日
□
の
う
ち
一
日
□
第

一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
□
直
接
通
知

す
る
□
□ 

試 
 

験 
 

の 
 

期 
 

日 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

岡
山
県
警
察
本
部 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

岡
山
県
庁
分
庁
舎 

試 
 

 

験 
 

 

会 
 

 

場 
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五 

合
格
者
の
発
表 

 
 

岡
山
県
警
察
本
部
の
掲
示
板
に
次
の
と
お
り
掲
示
し
□
岡
山
県
警
察
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
に
も
掲
載
す

る
と
と
も
に
□
合
格
者
に
対
し
て
は
□
直
接
通
知
す
る
□ 

六 

採
用
及
び
採
用
後
の
給
与 

 

１ 

採
用 

 
 

(1) 

第
二
次
試
験
の
合
格
者
は
□
合
格
決
定
後
直
ち
に
□
試
験
区
分
ご
と
に
成
績
順
に
採
用
候
補

者
名
簿
に
登
載
す
る
□ 

 
 

(2) 

採
用
者
は
□
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
し
た
者
の
中
か
ら
□
岡
山
県
警
察
本
部
長
が
決
定
す

る
□
な
お
□
採
用
時
期
は
□
原
則
と
し
て
□
試
験
区
分
が
令
和
八
年
十
月
採
用
の
者
に
あ
□
て

は
同
月
一
日
と
し
□
試
験
区
分
が
令
和
九
年
四
月
採
用
の
者
に
あ
□
て
は
同
月
一
日
と
す
る
□ 

 
 

(3) 

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
□
原
則
と
し
て
□
名
簿
登
載
の
日
か
ら
一
年
と
す
る
□ 

２ 

給
与 

 
 

(1) 

令
和
八
年
四
月
採
用
者
□
新
卒
者
□
の
給
料
月
額
は
□
次
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 
 

(2) 

諸
手
当
と
し
て
□
扶
養
手
当
□
通
勤
手
当
□
住
居
手
当
□
期
末
手
当
□
勤
勉
手
当
等
が
支
給

さ
れ
る
□ 

七 

受
験
手
続 

 

１ 

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
□
所
定
の
受
験
申
込
書
を
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
□
岡

山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
□
に
提
出
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

受
験
申
込
書
は
□
令
和
八
年
三
月
一
日
□
日
曜
日
□
か
ら
同
月
三
十
一
日
□
火
曜
日
□
ま
で
の

期
間
中
□
土
曜
日
□
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
□
□
□
八
時
三
十
分
か
ら
十
七
時
十
五
分
ま
で
□

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
に
お
い
て
受
け
付
け
る
□
な
お
□
郵
送
の
場
合
に
あ
□
て
は
□

同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
□
受
け
付
け
る
□ 

 

３ 

イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
□
令
和
八
年
三
月
一
日
□
日
曜
日
□
か
ら
同
月
三
十

一
日
□
火
曜
日
□
ま
で
の
期
間
中
□
岡
山
県
警
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
に
お
い
て
受
け
付
け
る
□ 

八 

そ
の
他 

 

１ 

試
験
の
実
施
方
法
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
□
受
験
案
内
に
記
載
す
る
□ 

 

２ 

受
験
申
込
書
及
び
受
験
案
内
は
□
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
□
県
内
各
警
察
署
□
岡
山

県
人
事
委
員
会
事
務
局
等
で
交
付
す
る
□
ま
た
□
受
験
案
内
は
岡
山
県
警
察
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
□
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

３ 

受
験
資
格
の
有
無
及
び
受
験
申
込
書
の
記
載
事
項
を
確
認
す
る
た
め
□
必
要
に
応
じ
て
□
証
明

第
二
次
試
験 

第
一
次
試
験 

区 

分 

令
和
八
年
七
月
十
日
□
金
曜
日
□ 

令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
□
火
曜
日
□ 

発 

表 

の 

期 

日 

合
格
者
の
受
験
番
号 

合
格
者
の
受
験
番
号 

内 
 

 
 

 

容 

警
察
官
Ｂ 

警
察
官
Ａ 

試
験
区
分 

高
等
学
校
卒
業
者 

短
期
大
学
卒
業
者 

大
学
卒
業
者 学 

 
 

 
 

 

歴 
二
四
六
□
二
〇
〇
円 

二
六
二
□
七
〇
〇
円 

二
七
四
□
九
〇
〇
円 

給 
 

料 
 

月 
 

額 
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書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
□ 

 

４ 

六
１
(1)
の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
場
合
で
あ
□
て
も
□
受
験
申
込
書
等
の
提
出
書
類

の
記
載
事
項
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
の
場
合
の
入
力
事
項
を
含
む
□
□
に
虚
偽

の
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
当
該
者
を
削
除
す
る
□ 
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